
今年こそご活用を！申請はお早めに 

えるぼし認定で、優秀な女性社員を採用することが
できました。奨励金は、今後の企業 PRに活用しよ
うと思います。

補助金の活用で女性船員専用トイレの設置ができ、
船内環境と職場全体としての魅力が向上しました。
これからも働きやすい職場づくりを追求します。

建設業：タイプA 海上運送業：タイプC

タイプA タイプB タイプC
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女性活躍推進で、選ばれる職場に！
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申請期限は各タイプによって異なります。なお、申請から交付決定まで一定の期間を要すため、
3月31日（Cは2月26日） までに事業が完了するよう余裕をもった申請をお願いします。
詳しくは、県女性活躍推進室へお問い合わせください。

タイプA  トップランナーを目指す企業 申請（事業完了）期限：令和 9 年 3 月 31日（水）

タイプB  女性の活躍を後押しする企業 申請（事業完了）期限：令和 9 年3月31日（水）

タイプC  女性にやさしい環境を整備する企業 申請（事業完了）期限：令和 9 年2月26日（金）

女性の活躍推進に関する取組状況が一定の条件を満たした企業を
国が認定する制度です。

女性活躍に向けて、4つの項目（積極採用、配置・育成、管理職登用、多様な働
き方）ごとに、新たな取組を2つ以上実施した企業に対し、取組内容と目標
達成状況に応じて15万円～100万円の奨励金を給付します。

（注１）対象は、従業員10名以上300名以下の県内企業・事業主（法人格不問）に限ります。
（注2）「みやざき女性の活躍推進会議」への入会が必要です。 


